
調査対象となった会議体等 設置根拠 設置期間 設置目的（趣旨） 構 成 員 開催実績 決定又は了解の主な内容

原子力災害対策本部
原子力災害対策特別
措置法第16条第１項
等

平成23年3月11
日～

原子力災害対策特別措置法（平成十一年
法律第百五十六号）
（原子力災害対策本部の設置）
第十六条 　内閣総理大臣は、原子力緊
急事態宣言をしたときは、当該原子力緊
急事態に係る緊急事態応急対策を推進す
るため、内閣府設置法 （平成十一年法
律第八十九号）第四十条第二項 の規定
にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内
閣府に原子力災害対策本部を設置するも
のとする。

本部長 内閣総理大臣
副本部長 経済産業大臣
本部員 国務大臣、松下経済産業副大臣、内閣危機管
理監
事務総長　細野原発担当大臣

２３回

・緊急事態応急対策に関する基本方針
・東京電力福島第一原子力発電所事故の収束・検証に
関する当面の取組のロードマップ
・原子力被災者への対応に関する当面の取組方針及び
ロードマップ
・原子力安全に関するＩＡＥＡ閣僚会議に対する日本
国政府の報告書
・避難区域等の見直しに関する考え方について
・除染推進に向けた基本的考え方
・除染に関する緊急実施基本方針
・国際原子力機関に対する日本政府の追加報告書－東
京電力福島原子力発電所の事故について－（第２報）
・緊急時避難準備区域の解除について
・東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向け
た道筋　ステップ２完了について
・政府・東京電力中長期対策会議の設置について
・ステップ２の完了を受けた警戒区域及び避難指示区
域の見直しに関する基本的考え方及び今後の検討課題

政府・東京電力統合対策室 ─

平成23年5月6
日（旧統合本
部から改組）
～平成23年12
月16日廃止

政府における位置づけを明確化するた
め、「福島原子力発電所事故対策統合本
部」から「政府・東京電力統合対策室」
に改組して、原子力災害対策本部の下に
位置づけ。

連絡担当責任者：（政府）経済産業大臣、（東電）取
締役会長
連絡担当者：（政府）原発事故担当大臣、（東電）取
締役社長

・東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向け
た道筋　進捗状況について
※7月19日、8月17日、9月20日、10月17日、11月17日改
訂
・東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向け
た道筋　ステップ２完了について

（旧：福島原子力発電所事故対
策統合本部）

─
平成23年3月15
日～平成23年5
月6日

政府が、事業者と同じ場所（東京電力
内）で、発電所現場の１次情報を共有し
ながら、機動的な判断・指示を行えるよ
う、事実上の組織として設置。

本部長　：内閣総理大臣
副本部長：経済産業大臣、東京電力会長（4月1日まで
は同社長）

―

原発事故経済被害対応チーム
内閣総理大臣決裁
（平成23年5月9日）

平成23年5月9
日～

東京電力株式会社福島第一原子力発電所
及び福島第二原子力発電所の事故による
経済被害についての対応の枠組みの検討
等を行うため、原発事故経済被害対応
チームを開催する。

チーム長 原子力経済被害担当大臣
副チーム長 内閣官房長官、財務大臣、文部科学大
臣、経済産業大臣
事務局長 チーム長が指名する副大臣
事務局長代理　チーム長が指名する内閣官房副長官及
び内閣総理大臣補佐官

２回

・原子力災害被害者に対する緊急支援措置について
（原子力発電所事故経済被害対応チーム関係閣僚会合
決定）
・東京電力福島原子力発電所事故に係る原子力損害の
賠償に関する政府の支援の枠組みについて（原子力発
電所事故経済被害対応チーム関係閣僚会合決定）

（旧：原子力発電所事故による
経済被害対応本部）

内閣総理大臣決裁
（平成23年4月11
日）

平成23年4月11
日～5月9日

福島第一原子力発電所及び福島第二原子
力発電所の事故による経済被害について
の対応の枠組みの検討等を行うため、原
子力発電所事故による経済被害対応本部
を開催する。

本部長　原子力経済被害担当大臣
副本部長　内閣官房長官、財務大臣、文部科学大臣、
経済産業大臣
本部員　総務大臣、法務大臣、外務大臣、厚生労働大
臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大
臣、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣（防
災）、内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全）、
内閣府特命担当大臣（経済財政政策）、内閣府特命担
当大臣（金融）、国家戦略担当大臣、本部長が指名す
る内閣官房副長官
事務局長　本部長が指名する副大臣
事務局長代理　本部長が指名する内閣官房副長官及び
内閣総理大臣補佐官

１回
・原子力災害被害者に対する緊急支援措置について
（原子力発電所事故による経済被害対応本部決定）

調査対象会議体等の概要

・全体会
議約400回
（統合本
部・対策
室通算）
・特別プ
ロジェク
ト113回
（統合本
部・対策
室通算）
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調査対象となった会議体等 設置根拠 設置期間 設置目的（趣旨） 構 成 員 開催実績 決定又は了解の主な内容

原子力被災者生活支援チーム

原子力災害対策本部
長決定（平成23年3
月29日）
※原子力被災者生活
支援チーム会議の設
置根拠なし

平成23年3月29
日～（現在）
※原子力被災
者生活支援
チーム会議の
設置期間は平
成23年3月31日
～同年4月5日

福島第一原子力発電所及び福島第二原子
力発電所の事故による原子力災害被災者
の生活支援が喫緊の課題であることにか
んがみ、「平成23年（2011年）福島第一
及び第二原子力発電所事故に係る原子力
災害対策本部」の下に、「原子力被災者
生活支援チーム」を設置する。

チーム長 経済産業大臣
チーム長代理 官房副長官、内閣府副大臣
副チーム長 関係省庁副大臣等
事務局長 経済産業副大臣

２回
※原子力
被災者生
活支援
チーム会
議開催実
績

（避難区域等の見直しや除染等に関する重要な意志決
定は原子力災害対策本部にて実施）

緊急災害対策本部

災害対策基本法第28
条の2第1項、閣議決
定（平成21年3月11
日）

平成23年3月11
日～

災害対策基本法（昭和36年法律第223
号）第28条の２第１項の規定に基づき、
平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震災害の応急対策を強力に推進するた
め、下記により、臨時に、平成23年
（2011年）東北地方太平洋沖地震緊急災
害対策本部を設置する。

本部長 内閣総理大臣
副本部長 内閣府特命担当大臣（防災）、内閣官房長
官、総務大臣、防衛大臣
本部員 本部長及び副本部長以外のすべての国務大
臣、内閣危機管理監並びに副大臣又は国務大臣以外の
指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命す
る者

１９回
・災害応急対策に関する基本方針（23.3.11)
・東日本大震災に係る被災地における生活の平常化に
向けた当面の取組方針(23.5.20)

被災者生活支援チーム
平成23年5月9
日～

（旧：被災者生活支援特別対策
本部）

平成23年3月17
日～5月8日

復興対策本部
東日本大震災復興基
本法第11条

平成23年6月24
日～平成24年2
月10日

東日本大震災復興基本法（平成23年法律
第76号）第11条の規定に基づき、東日本
大震災復興基本方針に関する企画及び散
る案並びに総合調整に関する事務等をつ
かさどるため、内閣に東日本大震災復興
対策本部を置く。

本部長 内閣総理大臣
副本部長 内閣官房長官、東日本大震災復興対策担当
大臣
本部員 ①本部長及び副本部長以外の全ての国務大
臣、②内閣官房副長官、関係府省の副大臣もしくは大
臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうち
から、内閣総理大臣が任命する者

１２回
・東日本大震災復興基本方針
・復興特区基本方針案

復興構想会議
東日本大震災復興基
本法第18条

平成23年4月11
日～平成24年2
月10日

東日本大震災復興基本法（平成23年法律
第76号）第18条の規定に基づき、復興対
策本部長（内閣総理大臣）の諮問に応じ
て、東日本大震災からの復興に関する重
要事項を調査審議し、及びこれに関し必
要と認める事項を本部長に建議すること
等の事務をつかさどるため、本部に東日
本大震災復興構想会議を置く。

議長及び委員は、関係地方公共団体の長及び優れた識
見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

１３回 復興への提言

官邸緊急参集チーム
閣議決定（平成15年
11月21日）

平成23年3月11
日～7月20日
（開催）

政府は、国民の生命、身体、財産又は国
土に重大な被害が生じ、又は生じるおそ
れがある緊急事態に対し、災害対策基本
法、武力攻撃事態等における我が国の平
和と独立並びに国及び国民の安全の確保
に関する法律、安全保障会議設置法その
他関係法令により対処するほか、緊急事
態に際して下記により政府一体となった
初動対処体制をとることにより、速やか
な事態の把握に努めるとともに、被災者
の救出、被害拡大の防止、事態の集結に
全力を尽くす。対処に当たっては、判明
した事態の状況に応じ、事態の変化に柔
軟かつ的確に対応する。

関係省庁等の局長等の幹部 随時

１．被害情報の収集に万全を期すとともに、人命救助
を第一義として、住民の避難、被災者の救援救助活動
に全力を尽くす。
２．消防、警察、自衛隊、海保、DMAT等による広域応
援を行い、被災者の救援・救助をはじめとする災害応
急対策に万全を期す。
３．地方自治体と緊密な連携を図る。
４．国民や地方自治体、関係機関が適切に判断し行動
できるよう、的確に情報を提供する。
５．緊急災害対策本部の設置に向けて準備を進める。
こと等を確認。

緊急災害対策本部長
決定（平成23年3月
17日）

東北地方太平洋沖地震による被災者の生
活支援が喫緊の課題であることにかんが
み、政府における体制の一層の強化を図
るため、平成23年（2011年）東北地方太
平洋沖地震緊急災害対策本部の下に、被
災者生活支援特別対策本部を置く。

チーム長：防災担当大臣
チーム長代理：総務大臣、内閣官房副長官
事務局長：内閣府副大臣

―
※被災者
生活支援
チーム運
営会議開
催実績
（５６回)

被災者生活支援チームとしての決定又は了解を行う場
としての会議体は開催していない。なお、チーム長及
びチーム長代理等と事務局との情報交換の場として、
被災者生活支援チーム運営会議（通称）を開催。



調査対象となった会議体等 設置根拠 設置期間 設置目的（趣旨） 構 成 員 開催実績 決定又は了解の主な内容

各府省連絡会議
（被災者生活支援各府省連絡会
議）

平成23年3月22日
平成23年3月22
日～5月13日

被災者生活支援特別対策本部の活動を円
滑かつ迅速に進めるとともに、原子力被
災者生活支援チームとの連携を図るた
め、当分の間、以下により被災者生活支
援各府省連絡会議を開催し、政府部内に
おける緊密な連携を図り、必要な情報の
共有や対策の調整等を行う。

議長 防災担当大臣（被災者生活支援特別対策本部
長）
副議長 総務大臣（被災者生活支援特別対策本部本部
長代理）、内閣官房副長官（同上）、内閣府副大臣
（被災者生活支援特別対策本部本部事務局長）、経済
産業副大臣（原子力被災者生活支援チーム事務局
長）、内閣官房副長官、各府省の事務次官等（事務次
官等が出席できないときは官房長等）

１５回 情報共有等の会議のため、決定等はない。

経済情勢に関する検討会合 ─
平成23年3月10
日～

【開催趣旨】
世界経済の状況認識や日本経済への影響
などについて、中期的・大局的な観点か
ら、関係閣僚の間で認識を共有するとと
もに、その展開に応じて必要な対応につ
いて検討するため開催。

【出席者（これまでの例）】
総理、官房長官、経済財政政策担当大臣兼国家戦略担
当大臣、金融担当大臣、財務大臣、経済産業大臣、日
本銀行総裁（オブザーバー）

１１回

・政策推進指針
・円高への総合的対応策の考え方と検討課題について
・円高への総合的対応策（仮称）（中間報告）
・円高への総合的対応策

電力需給に関する検討会合 ４回

（旧：電力需給緊急対策本部） ５回

電力改革及び東京電力に関する
閣僚会合

─
平成23年11月4
日～

東京電力福島原子力発電所の事故の収
束、原子力発電所の事故の再発防止のた
めの原子力安全対策の見直し、核燃料サ
イクルを含む原子力システム改革、東京
電力による原子力損害の賠償への支援、
及び電気事業制度改革等を、政府として
一体的に推進する。

座長 内閣官房長官
座長代行 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣（原子
力損害賠償支援機構）
副座長 原発事故の収束及び再発防止担当大臣、国家
戦略担当大臣
構成員 財務大臣、文部科学大臣、座長の指名する内
閣官房副長官
 ※座長は必要があると認めるときは、関係大臣その
他関係者の出席を求める。

２回 ―

除染及び特定廃棄物処理に関す
る関係閣僚会合

─
平成23年11月
18日～

「平成二十三年三月十一日に発生した東
北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所
の事故により放出された放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関する特別措置
法」に基づく除染及び特定廃棄物処理
を、政府が一体となって取り組むための
体制を確立する。

議長 内閣官房長官
副議長 環境大臣
構成員 東日本大震災復興対策担当大臣、国家公安委
員会委員長、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大
臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防
衛大臣

３回 ―

エネルギー・環境会議

新成長戦略実現会議
決定（平成23年6月7
日）
国家戦略会議決定
（平成23年10月28
日）

平成23年6月7
日～

「国家戦略会議の開催について」（平成
23年10月21日閣議決定）に基づき、エネ
ルギーシステムの歪み・脆弱性を是正
し、安全・安定供給・効率・環境の要請
応える短期・中期・長期からなる革新的
エネルギー・環境戦略及び2013年以降の
地球温暖化対策の国内対策を政府一丸と
なって策定するため、エネルギー・環境
会議を開催する。

議長 国家戦略担当大臣
副議長 経済産業大臣、環境大臣兼原発事故の終息及
び再発防止担当大臣
構成員 内閣官房長官、外務大臣、文部科学大臣、農
林水産大臣、国土交通大臣及び内閣府特命担当大臣
（経済財政政策）、議長の指名する内閣官房副長官
事務局長 内閣府副大臣（国家戦略担当）

５回
・原子力政策、エネルギーミックス、温暖化対策に関
する選択肢提示に向けた基本方針
・日本再生の核となるグリーン成長戦略の策定

（注）　「調査対象となった会議体等」は、「東日本大震災に対応するために設置された会議等の議事内容の記録の作成・保存状況調査」（平成24年１月27日内閣府公表）に基づき、記載している。

内閣総理大臣決裁
（平成23年3月13
日）

平成23年5月16
日～

平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震の影響による電力供給不足について、
政府としての対応を総合的かつ強力に推
進するため、電力需給に関する検討会合
を開催する。

座長 内閣官房長官
座長代行 経済産業大臣
構成員 国家戦略担当大臣、内閣府特命担当大臣（行
政刷新）、内閣府特命担当大臣（防災）、内閣府特命
担当大臣（金融）、国家公安委員会委員長、総務大
臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、
厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、環境大
臣、防衛大臣

・夏期の電力需給対策の骨格（23年4月8日 電力需給緊
急対策本部決定）
・夏期の電力需給対策について（23年5月13日 電力需
給緊急対策本部決定）
・西日本５社の今夏の需給対策について（23年7月20日
電力需給に関する検討会合決定）
・今冬の電力需給対策について（23年11月1日 電力需
給に関する検討会合決定 23年11月24日改定）
・今冬の九州電力管内の数値目標を伴う節電期間の見
直しについて（23年11月24日 電力需給に関する検討会
合決定）


